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医療費 

10年前    30兆円 

2011年     38.6兆円 

2025年予測   52兆円 

 

最近の増加率  約0.8-1.0兆円/年 

国立大学運営費交付金 

    約1.1兆円/年 
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消費税5％増税 

4％  財政再建 
1％  2.7兆円 
   0.7兆円 子育て子供支援 
   0.6兆円 年金 
   1.5兆円 医療・介護 
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医療問題の日本的特徴 
 

米国： 市場原理 
  

西欧・北欧 

 国立や自治体立の病院等（公的所有）が中心 

 政府の強制力による改革 
   

日本  

 医師が医療法人を設立し、病院等を私的所有
 で整備、国や自治体などの公立の医療施設は
 全体の14％、病床で22％ 

 互いの立場を尊重し、日本独自の方法で解決
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これからの日本の医療 社会保障改革国民会議 

地域完結型の医療 
病床の機能分担  急性期、回復期、慢性期 
高度急性期から在宅介護までの一連の流れ 
 かかりつけ医、総合診療医 
 川上から川下までの医療提供者間のネットワーク化 
 医療・介護のネットワーク化 ご当地医療 
 在宅医療連携拠点事業→地域包括推進事業 
 病床機能報告制度、地域医療ビジョンの策定 
 財政支援、基金 
医療職種の職務見直し、看護師資格保持者の登録義務 
データによる医療システムの制御、医療データの利活用 
2次医療圏の見直し 
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社会保障制度改革国民会議報告書 平成25年8月 

医療保険制度改革 

 財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関す
る公平の確保 
   

 財政基盤の強化のために必要な公費投入だけでなく、
保険料の適正化など国民健康保険自身の努力によって、
国民健康保険が将来にわたって持続可能となるような
仕組みについても検討すべきである。 
   

 国民健康保険の低所得者に対する保険料軽減措置
の拡充を図るべきであり、具体的には、対象となる軽減
判定所得の基準額を引き上げることが考えられる。 

医療保険制度における保険料の負担についても、負担
能力に応じて応分の負担を求めることを通じて保険料
負担の格差是正に取り組むべきである。 6 



医療計画の策定者である都道府県が、これまで以上に地 

域の医療提供体制に係る責任を積極的かつ主体的に果た
すことができるよう、都道府県の権限・役割の拡大が具体的
に検討されて然るべきである。 効率的な医療提供体制へ
の改革を実効あらしめる観点からは、国民健康保険に係る
財政運営の責任を担う主体（保険者）を都道府県とし、更に
地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康
保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射
程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提
供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的
に検討することを可能とする体制を実現すべきである。 

 国民健康保険の運営に関する業務について、財政運営を
始めとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦
課徴収・保健事業など引き続き市町村が担うことが適切な
業務が存在することから、都道府県と市町村が適切に役割
分担を行う。 7 



国民健康保険において、相当の高所得の者であっても
保険料の賦課限度額しか負担しない仕組みとなってい
ることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げる
べきである。 

 2015（平成27）年度からは被用者保険者間の負担の
按分方法を全面的に総報酬割とし、被用者保険者間、
すなわち協会けんぽと健保組合、さらには共済組合の
保険料負担の平準化を目指すべきである。この負担に
関する公平化措置により、総数約1400 の健保組合の4 

割弱の健保組合の負担が軽減され、健保組合の中で
の保険料率格差も相当に縮小することにもなる。 

 後期高齢者医療制度については、今後は、現行制度
を基本としながら、実施状況等を踏まえ、後期高齢者支
援金に対する全面総報酬割の導入を始め、必要な改善
を行っていくことが適当である。 8 



大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受
診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステ
ムの普及、定着は必須であろう。 

 

入院療養における給食給付等の自己負担の在り方に
ついて、入院医療と在宅医療との公平を図る観点から
見直すことも検討すべきである。また、現在、暫定的に1 

割負担となっている70～74 歳の医療費の自己負担に
ついては、現役世代とのバランスを考慮し、高齢者にも
応分の負担を求める観点から、法律上は2 割負担と
なっている。この特例措置については、世代間の公平を
図る観点から止めるべきであり、政府においては、その
方向で、本年6 月に閣議決定した「経済財政運営と改革
の基本方針」のとおり「早期に結論を得る」べきである。 
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医療と介護の連携と地域包括ケアシステムという
ネットワークの構築 
 高度急性期から在宅介護までの一連の流れにおいて、川
上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患
者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われ
るべきものであり、また、川下に位置する在宅ケアの普及と
いう政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院
病床の確保という川上の政策と同時に行われるべきもので
ある。今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の
単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくことをも踏まえれ
ば、地域で暮らしていくために必要な様々な生活支援サー
ビスや住まいが、家族介護者を支援しつつ、本人の意向と
生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも
必要であり、地域ごとの医療・介護・予防・生活支援・住まい
の継続的で包括的なネットワーク、すなわち地域包括ケアシ
ステムづくりを推進していくことも求められている 



「病院完結型」の医療から「地域完結型」の医療へ
の転換 
 

患者は、病状に見合った医療施設、介護施設、さらに
は在宅へと移動を求められる。居場所の移動を伴いな
がら利用者のＱＯＬを維持し家族の不安を緩和していく
ためには、提供側が移動先への紹介を準備するシステ
ムの確立が求められる。ゆえに、退院患者の受入れ体
制の整備という川下の政策と同時に行われるべきもの
であり、川上から川下までの提供者間のネットワーク化
は新しい医療・介護制度の下では必要不可欠となる。
そして、こうしたネットワークの中で、患者の移動が円
滑に行われるよう、医療機関側だけでなく、患者側にも
インセンティブが働くシステムとなることが望ましい。 
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医療・介護サービスの提供体制改革の推進のため
の財政支援 
必要な財源については、消費税増収分の活用が検討される
べきである。具体的には、病院・病床機能の分化・連携への
支援、急性期医療を中心とする人的・物的資源の集中投入、
在宅医療・在宅介護の推進、更には地域包括ケアシステム
の構築に向けた医療と介護の連携、生活支援・介護予防の
基盤整備、認知症施策、人材確保などに活用していくこと 

になる。 

 医療・介護サービスの在り方が「地域完結型」に変わるか
らには、それに資するよう、診療報酬・介護報酬の体系的見
直しを進めていく必要がある。 

また、全国一律に設定される診療報酬・介護報酬とは別の
財政支援の手法が不可欠であり、診療報酬・介護報酬と適
切に組み合わせつつ改革の実現を期していくことが必要と
考えられる。基金方式も検討に値しよう。 12 



まず取り組むべきは、各2 次医療圏における将来の
性別、年齢階級別の人口構成や有病率等のデータ
を基に各地域における医療ニーズを予測し、各地域
の医療提供体制がそれに合致しているかを検証し
た上で、地域事情に応じた先行きの医療・介護サー
ビス提供体制のモデル像を描いていくことであり、こ
うしたデータ解析のために国が率先して官民の人材
を結集して、先駆的研究も活用し、都道府県・市町
村との知見の共有を図っていくことであろう。また、こ
のデータ解析により、実情に合っていないと評される
こともある現今の2 次医療圏の見直しそのものも可
能となる。 
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医療提供体制の再構築 

高度急性期 

急性期 

回復期 
慢性期 

患者の流れ 患者の流れ 

急性期 

慢性期 

在宅 

介護 
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急性期 

回復期 
慢性期 



【入院】現在の一般病棟入院基本料等の病床数 

７対
１ 

10対
１ 

13対
１ 

15対
１ 

＜2010（H22）年の病床数
＞ 

＜2025(H37)年のイメージ＞ 

保険局医療課調べ 

地
域
に
密
着
し
た
病
床
（
24
万
） 

 328,518床 

248,606床 

33,668床 

66,822床 

療養病棟 
213,462床 

○ 届出医療機関数でみると10対１入院基本料が最も多いが、病床数でみると７対１入院 
   基本料が最も多く、2025年に向けた医療機能の再編の方向性とは形が異なっている。 
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朝日新聞 2014.2.7 











地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律案 

     2月12日閣議決定 



年令別人口と就業率（全国） 
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旧美和村（茨城県）と上勝町（徳島県）の人口構成と就業率 
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